
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データヘルス計画の進捗について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 



市町別対象者数一覧

　　※下表は昨年度各市町へ配付したリストの件数です。

　　※今年度も年度末までに最新の対象者名簿を市町へ配付する予定です。

　　※4割実施数は、「(重複＋頻回)×0.4」で算出しました。

　　　　(計算値が1以上のときは小数点以下を切り捨て、1未満のときは切り上げました)

市町名 重複受診 頻回受診 4割実施数

津市 3 167 68

四日市市 1 184 74

伊勢市 4 101 42

松阪市 0 99 39

桑名市 1 67 27

鈴鹿市 0 140 56

名張市 0 32 12

尾鷲市 0 8 3

亀山市 0 48 19

鳥羽市 0 7 2

熊野市 0 2 1

いなべ市 0 18 7

志摩市 3 30 13

伊賀市 0 46 18

木曾岬町 0 2 1

東員町 0 12 4

菰野町 0 13 5

朝日町 0 3 1

川越町 0 10 4

多気町 1 3 1

明和町 0 8 3

大台町 0 9 3

玉城町 1 2 1

度会町 0 8 3

大紀町 0 5 2

南伊勢町 0 4 1

紀北町 0 11 4

御浜町 0 4 1

紀宝町 0 6 2

計 14 1049 417



　データヘルス計画実施事業 ※実施率：実施者数÷対象者数×100％ 平成28年9月の医師会との協議資料及び協議結果等

対象者及び抽出方法等 実施率 スケジュール 実施方法 協議結果/現状/課題など

(1)健康診査
受診勧奨

《対象者及び抽出方法等》　最大12,580人
●広域連合の職員がKDB(国保データベース=国保連合会が保険者の効率的かつ効果的な保
険事業の実施をサポートするために構築し提供するシステム)より対象者を抽出する。
●平成28年度に健康診査の受診券を送付した方の中から、平成27年度に健診を未受診
で、かつ平成27年度以降に生活習慣病で医療機関を未受診の方を抽出して対象者とす
る。
●圧着式ハガキはシステム業者へ委託して印刷する。

100%

●9月に圧着式ハガ
キにより文書勧奨
し、10～11月で受
診いただく。
●10月に電話によ
る勧奨を追加す
る。

●全対象者へ 見本1 の案内を送付する。
●健康診査で受診率30%未満の大台町、南
伊勢町、紀宝町、大紀町、御浜町、名張
市、松阪市、尾鷲市の合計1,600人に電話
勧奨を追加する。
●歯科健診で受診率10%未満の多気町、御
浜町、紀宝町、大紀町、木曽岬町、鳥羽
市の合計1,200人に電話勧奨を追加する。

◎特に課題等なし。

《平成28年9月30日に勧奨ハガキ発送済》
　　送付件数：9,736通
《平成28年10月3日から電話勧奨実施》
　　電話勧奨対象者数
　　　・医科健診　　1,600人以内
　　　・歯科健診　　1,200人以内

(2)糖尿病性
腎症重症化
予防

◎平成28年度は実施しない。

(3)受診行動
適正化指導
(重複・頻回)

《重複受診者》　3ヵ月で約10人
●1ヵ月間に同じ傷病名で3箇所以上の医療機関を受診しそれが3ヵ月間連続する方。
《頻回受診者》　3ヶ月で約1,000人
●1ヵ月間に同一傷病名で同一医療機関を15回以上受診しそれが3ヵ月間連続する方。
《重複服薬者》　対象者数不明。
●1ヵ月間に同じ薬剤が複数の医療機関で処方されており、かつその処方日数が合計60日
を超える方。
《抽出方法等》
●システム業者への委託により、レセプトからプログラムによって該当者を抽出する。
●がん、透析、精神疾患、認知症、難病、在宅診療の患者は除く。

40％
以上
目標

●市町の保健師で
実施できないか再
度協議し、できる
だけ早期の実施を
目指したい。

●訪問指導の実現は難しそうだが、数名
でもいいので、市町で実施できるところ
がないかどうか個別に調整を行うなど、
もう少し努力して行きたい。

●訪問指導ではない方法により「重複・
頻回が良くない」ことを伝えることが出
来るような実施方法を併せて検討して行
きたい。→《例》別紙1

《三重県医師会》
◎各市町1～2名程度なら訪問指導を頑張って欲しい
◎全体で50名程度では実施してもスケールメリットがない
◎重複・頻回を前面に出して実施するべきである
◎診療情報を業者へ渡すと情報漏えいに繋がり好ましくな
い
《広域連合》
◎医師会の理解・協力を得て進めて行きたい
◎再度、直営実施について市町と協議したい
◎訪問指導をせずに実施できる方法も併せて検討したい
→資料提示したのみで、協議は今後行う予定

(4)健診異常
値放置者受
診勧奨

《対象者及び抽出方法等》　最大675人
●広域連合の職員がKDB(国保データベース)より対象者を抽出する。
●平成27年度の健康診査で生活習慣病に関する異常値があったにもかかわらず、平成27
年度以降、生活習慣病で医療機関を受診していない方を抽出して対象者とする。
●圧着式ハガキはシステム業者へ委託して印刷する。

100%
●12月頃を目処に
圧着式ハガキによ
り文書勧奨する。

●全対象者へ 見本2 の案内(原案)を送付
する。

◎特に課題等なし。

《平成28年12月以降勧奨ハガキ発送予定》
　　送付件数：最大675通

(5)生活習慣
病治療中断
者受診勧奨

《対象者及び抽出方法等》　最大1,856人
●広域連合の職員がKDB(国保データベース)より対象者を抽出する。
●平成24年度から平成26年度までの3年間生活習慣病で医療機関を受診していたにもかか
わらず、平成27年度以降生活習慣病で医療機関を受診していない方を抽出して対象者と
する。
●圧着式ハガキはシステム業者へ委託して印刷する。

100%
●12月頃を目処に
圧着式ハガキによ
り文書勧奨する。

●全対象者へ 見本3 の案内(原案)を送付
する。

◎特に課題等なし。

《平成28年12月以降勧奨ハガキ発送予定》
　　送付件数：最大1,856通

(6)ジェネリッ
ク医薬品差
額通知

《対象者》　 (H27.8)18,660件　→  (H28.2)17,018件　→  (H28.8)15,308件
●ジェネリックに変更することにより1ヵ月当たり200円以上の薬剤費が安くなる方。
《抽出方法等》
●強心剤、不整脈用剤、血圧降下剤、血管拡張剤、高脂血症用剤、副腎ホルモン剤、鎮
痛・鎮痒・収斂・消炎剤、糖尿病用剤を最も薬価の高いジェネリックに変更した場合の
差額データを国保連合会が作成し、それをシステム業者へ渡して1ヵ月当たり200円以上
の差額が出る方を抽出する。
●圧着式ハガキはシステム業者へ委託して印刷する。

100%
●8月と2月に圧着
式ハガキにより通
知する。

●全対象者へ 見本4 の案内(原案)を送付
する。

◎特に課題等なし。

《平成28年8月16日差額通知発送済み》
　　送付件数：15,308通
《平成29年2月差額通知発送予定》
　　送付件数：14,000通程度か

(7)薬剤併用
禁忌防止

《対象者》　対象者数は不明。
●複数の医療機関で禁忌薬品を処方されている方。
《抽出方法》
●検討中。

100%
●できるだけ早期
の実施を目指した
い。

●実施方法検討中。

◎厚労省の技術支援を受けて国保連合中央会のデータ
ベースから対象者抽出が出来ないか研究中
◎対象者が特定できた後に医師会と情報提供方法につい
て協議する予定

　《業者へのデータ処理委託は何処まで可能か》

①後期高齢者システム(全国標準システム)の運用・保守を委託している業者に対象者抽出や帳票印刷、データ分析などを依頼することは問題か？

②データヘルス計画の作成のため、上記とは別のシステム会社へレセプトを渡してデータ分析を依頼することは問題か？

③訪問指導業者に重複・頻回のデータ(診療情報)を渡して訪問指導を依頼することは問題か？診療情報を業者へ渡すことを、事前に対象者から了解を取った場合でも問題か？

●訪問指導が前提となる事業であるため、(3)重複・頻回が市町の保健師で実施可能な体制が整うか又は外部委託による訪問指導が可能となることなどにより、
訪問指導の実績(ノウハウ等)が十分蓄積されるまでの間はこの事業の実施は難しいと考える。
●平成28年度はこの事業の実施を保留(中止)としたい。



　医師会と広域連合の連名による文書 　システム業者により作成する文書

　　住所
　被保険者各位 　　　○○○○様

　　　(医療機関名)
 重複の場合

　　　あなたの○年○月～○年○月の受診

　　　状況は以下の通りです。

 頻回の場合

　2文書を封入封緘

窓あき封筒

　　住所

　　　○○○○様 → → → → → →

　　　(医療機関名)
　かかりつけ医から患者へ手渡し

三重県後期高齢者医療広域連合　

医療機関ごとにとりまとめ

別紙1

　　重複・頻回を「訪問指導」から以下のような「文書による案内」に変更し、かかりつけ医から直接手渡ししていただくことはできないでしょうか。

三重県後期高齢者医療広域連合　　

公益社団法人 三重県医師会　 　　　

三重県医師会 郡市医師会 医療機関 かかりつけ医

重複・頻回の解消について

広域連合

重複・頻回を戒める
内容の文書

患者

通知文書1 通知文書2

受診状況



郵　便　は　が　き

〒５１４－０００３
三重県津市桜橋二丁目９６番地

広域　太郎　　様

・○○市△△課
〒000-0000三重県○○市□□一丁目○○番◎◎号
電話番号 ０００-０００-００００
・三重県後期高齢者医療広域連合
〒514-0003三重県津市桜橋二丁目９６番地
電話番号 ０５９-２２１-６８８４

ここからはがしてご覧ください

　　◎受診期間終了間際は、混み合う場合があり
　　　ますので、お早めに受診してください。

ここからはがしてご覧ください

見本1

①既にお送りしています「平成２８年度後期高齢者健

康診査受診券」に同封した書類に掲載されている実施

機関へ診療時間等をお問い合わせください。

②受診する際に持参していただくもの

・後期高齢者健康診査受診券（送付済）

（受診券がないと受診できません）

・質問票（送付済）

あらかじめ記入しておいてください

・後期高齢者医療被保険者証

・自己負担金

住民税課税世帯５００円

住民税非課税世帯２００円

③まだ受診されていない方で、受診券等の書類を紛失

された場合は、このはがきの表面に記載されているお

問い合わせ先にて再発行いたしますので、ご連絡くだ

さい。

受 診 方 法

健康には

自信があるんだけど・・・？

高血圧や糖尿病など、生活習慣病の多くは

自覚症状がないまま進行します。

また特に肥満体型ではなくても、生活習慣

病を発症することがあります。健診を受けるこ

とで、客観的に自分の健康状態を把握するこ

とができます。

今まで受けているし、

今年は受けなくても・・・

生活習慣病の中には進行速度の速い疾患

もあります。また、検査結果の数値の毎年の

変化を比較することによって、よりきめ細かく

身体の状態を知ることができます。

健診は継続的に受けることが大切です。

料 金 後 納

郵 便

後期高齢者健康診査に

関するお問い合わせは

あなたの健康を守るため、年一度、

健康診査は必ず受診しましょう。

（
谷
折
り
）

（
山
折
り
）

後期高齢者医療制度にご加入の皆様へ

平成２８年度の
「後期高齢者健康診査」はお済みですか？

生活習慣病の予防を目的として、健康診査

を実施しています。

ご自身の健康状態を知り生活習慣を見直す

ためにも、まだ受診されていない方は、今すぐ

に受診しましょう。

※このお知らせは、平成２７年度後期高齢者健

康診査の未受診者のうち生活習慣病で医療機

関にかかっていない方を対象にお送りしていま

す。

※本状と行き違いで、今年度の健康診査を既に

受診またはご予約いただいている場合は、なに

とぞご容赦ください。

※受診券等の書類を紛失された場合は、この

はがきの表面に記載されているお問い合わせ

先にて再発行いたしますので、ご連絡ください。

「後期高齢者健康診査」は

平成２８年１１月３０日まで

あなたの健康を守るため、年一度、

健康診査は必ず受診しましょう。

生活習慣病の兆候は

身近な人でも気が付かないことが

あります。

迷わずに健診を受診しましょう！

（
谷
折
り
）

（
山
折
り
）

親展



郵　便　は　が　き

〒５１４－０００３
三重県津市桜橋二丁目９６番地

広域　太郎　　様

・○○市△△課
〒000-0000三重県○○市□□一丁目○○番◎◎号
電話番号 ０００-０００-００００
・三重県後期高齢者医療広域連合
〒514-0003三重県津市桜橋二丁目９６番地
電話番号 ０５９-２２１-６８８４

ここからはがしてご覧ください

ここからはがしてご覧ください

見本2

あなたが平成27年度に受診された後期高

齢者健康診査の結果は以下のとおりです。

基準値を外れているものが見受けられます

が、精密検査などで医療機関を受診されまし

たでしょうか。

〇平成27年度の受診結果

☆正しい生活習慣を心がけましょう☆

糖尿病や心血管病にならないために正しい生活習

慣を身につけましょう。

①適度な運動

１日３０分程度、歩行や体操など体を動かしましょう。

②食べすぎない

必要以上に食べすぎると内蔵に負担がかかります。

バランスのとれた栄養を１日の必要量とりましょう。

③お酒は控えめに

過度な飲酒は高血圧や肥満になります。飲む量の

上限を決めておきましょう。

④禁煙する

喫煙は心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患に

かかる危険性が高まります。

⑤ストレスをためない

楽しめる趣味を見つけ、無理をしないことが大切で

す。

料 金 後 納

あなたの健康を守るため、年１度、

健康診査は必ず受診しましょう。

（
谷
折
り
）

（
山
折
り
）

健診の結果が届いたらご自身の健康状態を確認

しましょう。結果に基準値を外れたものがあったり、

気になることがあれば医療機関を受診し、病気の

早期発見や早期治療を心がけましょう。

（
谷
折
り
）

（
山
折
り
）

病気にならないために！！

生活習慣病の早期発見や、自覚症状のない病気を発見

し、早期治療やご自身の健康状態を知り生活習慣を見直

すためにも年に１度の健診を受診しましょう。

健診の対象者の方には受診券を送付していますので、お

手元に受診券がとどいたら内容を確認し、健診の申し込み

をお願いします。

基準値を外れたら

お問い合わせ先

まだ受診されていなければ、このはがきを

お持ちになって、１度医療機関を受診される

ことをお勧めいたします。

もしすでに受診されていましたら、ご容赦く

ださい。

注1）「基準数値」の値は、一般的な基準よりも少し緩く設定してあります。

注2）検査値が基準数値を外れている場合、「範囲外」欄に「＊＊」が表示されます。

親展



郵　便　は　が　き

〒５１４－０００３
三重県津市桜橋二丁目９６番地

広域　太郎　　様

・○○市△△課
〒000-0000三重県○○市□□一丁目○○番◎◎号
電話番号 ０００-０００-００００
・三重県後期高齢者医療広域連合
〒514-0003三重県津市桜橋二丁目９６番地
電話番号 ０５９-２２１-６８８４

ここからはがしてご覧ください

ここからはがしてご覧ください

見本3

生活習慣病は継続して治療を受けることが

大切です。もし、中断されているのであれば、

なるべく早く治療を再開することをお勧めしま

す。

なお、医師の指示に基づき定期的に治療を

受けられている方や、すでに病気が完治し、

医師より「受診の必要なし」との御判断をいた

だいた方にこの「お知らせ」が届いた場合は

ご容赦ください。

あなたは医療機関での生活習慣病の治療を

中断されていないでしょうか？

☆正しい生活習慣を心がけましょう☆

糖尿病や心血管病にならないために正しい生活習慣

を身につけましょう。

①適度な運動

１日３０分程度、歩行や体操など体を動かしましょう。

②食べすぎない

必要以上に食べすぎると内蔵に負担がかかります。

バランスのとれた栄養を１日の必要量とりましょう。

③お酒は控えめに

過度な飲酒は高血圧や肥満になります。飲む量の上

限を決めておきましょう。

④禁煙する

喫煙は心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患にか

かる危険性が高まります。

⑤ストレスをためない

楽しめる趣味を見つけ、無理をしないことが大切です。

料 金 後 納

郵 便

あなたの健康を守るため、年一度、

健康診査は必ず受診しましょう。

（
谷
折
り
）

（
山
折
り
）

健診の結果が届いたらご自身の健康状態を確認し

ましょう。結果に基準値を外れたものがあったり、

気になることがあれば医療機関を受診し、病気の

早期発見や早期治療を心がけましょう。

（
谷
折
り
）

（
山
折
り
）

病気にならないために！！

生活習慣病は自覚症状が出にくいものもあり、気

づいたときには命に関わる状態になっていることも

あります。

三重県後期高齢者医療広域連合では「後

期高齢者健康診査」を実施しています。生活習慣

病の早期発見や、自覚症状のない病気を発見し、

早期治療をすることが目的です。ご自身の健康状

態を知り生活習慣を見直すためにも受診しましょう。

対象者の方には受診券を送付していますので、

お手元に受診券が届いたら内容を確認し、健診の

申し込みをお願いします。

基準値を外れたら

お問い合わせ先

親展

〇糖尿病

〇狭心症

〇脳卒中

〇心臓病

〇脂質異常症

〇高血圧

※半身の麻痺

※認知症

※失明

※四肢切断

などの危険性が

高まり、深刻な事

態を招く恐れがあ

ります。

最悪の場合

＊この通知は診療報酬明細書（レセプト）を元に、

生活習慣病の受診を中断されていると思われる

方に送付しています。






